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第１章 奈義中学校の改築事業について 

 

奈義中学校は、豊田・豊並・北吉野村組合立として昭和２２年に開校以来、７０余

年という歴史ある学校です。現校舎は、昭和４２年から４５年に竣工後、昭和６０年

から６２年には防音工事を実施し、更に平成６年にはコンピューター教室棟を増築す

るなど、時代に応じた教育環境の整備と長寿命化を図って参りました。 

建築から半世紀を迎え、経年劣化等の懸念から、平成２７年に耐震診断を実施した

結果「耐震性能が不足している」と判定され、耐震化が喫緊の課題となりました。 

国内の人口も減少に転じ、本町においてもまちの活力維持に向けた地方創生事業に

取り組む中で、現存建物の耐震化や、施設一体型小中一貫校に向けた中学校の移設を

検討するなど、様々な議論が行われました。奈義町議会においても、平成２８年１０

月の議会全員協議会で建て替えの方向性を確認し、今後の在り方についても多角的な

検討が進められました。また、中学校移設には町民の皆様に関心を持っていただき、

署名による町民の声をはじめ、多くの方々の想いと期待が寄せられました。これらを

踏まえ、中学校は「敷地内で建て替える」ことを判断し、奈義小学校との施設隣接型

（分離型）一貫教育を目指す方針のもと、平成３０年４月に「中学校・こども園建設

準備室」を教育委員会に設置、「奈義町立中学校基本構想検討委員会」を構成し、施設

の在りようについて検討して参りました。 

校舎の建築にあたっては、平成２９年度に策定された「奈義町学校教育改革プラン」

で示した教育方針を念頭に、生徒の能力と可能性を最大限に引き出すことのできる学

びの環境を第一に考え、安全に安心して過ごせることはもちろんのこと、将来の社会

の変革にも対応できるような設備を整備し、そのうえで地域との共生が図られ、防災

の拠点ともなる施設を建設して参ります。 
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第２章 奈義中学校の概要について 

 

１ 沿革 

 

昭和 22年 

昭和 23年 

昭和 30年 

昭和 31年 

昭和 42年 

昭和 43年 

昭和 44年 

昭和 45年 

昭和 53年 

昭和 55年 

昭和 56年 

昭和 60年 

昭和 61年 

昭和 62年 

平成 4 年 

平成 6 年 

 平成 7 年 

 平成 9 年 

 平成 11年 

 平成 13年 

 平成 14年 

       

 平成 17年 

 平成 18年 

平成 20年 

平成 27年 

平成 29年 

平成 30年 

豊田・豊並・北吉野村組合立として開校 

校舎建築竣工 

合併により奈義町立となる 

屋内体操場竣工、落成式挙行 

新校舎１期分建築竣工（普通教室１２） 

新校舎２期分建築竣工（理科・家庭科教室） 

新校舎３期分建築竣工（管理棟） 

新校舎４期分建築竣工（技術室）、中庭・玄関前造園工事完成 

奈義町立体育館竣工 

校舎敷地舗装 

体育倉庫、プール竣工 

第１期改築工事竣工（図書室、視聴覚教室） 

第２期改築工事竣工（普通教室棟、特別教室棟） 

第３期改築工事竣工（管理棟、技術室） 

体育館防球柵、運動場防球網設置 

コンピューター教室棟設置 

テニスコート、駐車場完成 

印刷室､湯沸場新設、町立体育館（武道館）竣工 

グラウンド（ふれあいスポーツ広場）竣工 

屋内運動場（町立体育館）竣工 

中学校総合整備事業竣工（テニスコート、自転車置き場、玄関等） 

創立 50周年記念庭園｢ダイスき奈義」竣工（校友会寄贈） 

岡山国体銃剣道競技が本校体育館で開催 

学校給食センター（小・中学校共同調理場）竣工 

公共下水道に接続 

耐震診断業務においてコンクリートの中性化等が指摘される 

現在敷地内での建て替えの方向を決定 

奈義町立中学校基本構想検討委員会設置 
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２ 施設の現状 

 

所  在  地：岡山県勝田郡奈義町久常１９３番地 

学校敷地面積：１７，０２９㎡ 

校舎延床面積： ４，３４０㎡ ２階建 

普通教室： ８ 

特別教室：１４（音楽室、理科室、美術室、技術室、家庭科室、図書室、 

コンピューター室、教育相談室等） 

   屋内運 動場： ２，１７０㎡ 

武  道  館：   ７００㎡ 

 

 

 

【校舎配置図】 

全景 

 

 

  
武 道 館
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３ 生徒数及びクラス数の推移 

 

近年１０年間における生徒数の推移は、平均１６０名余りで、平成２１年度に 

１８６名であったものが３０年度では１４４名となっており、減少率は約２３％と

なっています。出生数のばらつきにより、今後も一時的な増加が見込まれるものの、

生徒数の減少は免れ得ない状況と言えます。 

クラス数についても、生徒数の減少により１学年１学級ないし２学級、特別支援

学級は知的学級・情緒学級の２学級という状況となっています。現行の普通クラス

数は「４０人学級」ですが、基礎・基本の充実や、複雑多様化する生徒指導等を考

慮し、学級編成の標準の引き下げが検討されるなど、今後「３５人学級」に移行し

ていく可能性も考えられます。 

 

【実数】 

 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

生 徒 数 186 166 169 170 167 160 147 148 151 144 

クラス数 7 7 7 7 8 8 8 8 8 7 

 

【見込】 

 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

生 徒 数 129 122 133 138 146 153 174 167 166 147 

クラス数 6  6  7  8 8 8 8 8 8 8 

 

※ 平成 31年度以降の生徒数は、平成 31年 3月 30日現在データによる推計であり、異動に 

よる社会増減等は反映していません。 

  

  



   7 

 

第３章 奈義中学校改築における基本構想について 

 

１ 奈義町の教育方針 

（１）教育の現状 

  奈義町では、グローバル化や情報化、少子高齢化など、社会が急激に変化して

いく“予測が困難な時代”にあっても、自らの夢を持ち、夢の実現に向けてたく

ましく「生きる力・生き抜く力」を身につけた子どもたちを育てることができる

よう、これまでに人権教育や学力向上プロジェクト事業、学校支援本部事業、キ

ャリア教育実践モデル開発事業など、種々の取組を実施してきました。あわせて、

開かれた学校づくりに取り組み、地域と協働し「地域の中の学校」、「地域ととも

に歩む学校」の構築にも取り組んできました。 

また、より具体的な力を身につけさせようと、キャリア教育の取組の中では、

発達段階にふさわしいキャリア形成が図られるような幼小中の連続性や接続性を

考え、日々の実践を積み重ねてきました。さらに、幼小中と連携しながら育ちを

追い、従来の地域学習を発展させた教材（『なぎ学』）のあり様や、奈義の未来を

担うことのできる「地域の子ども・地域の学校」としての視点をしっかりと根付

かせる取組を実施してきました。 

 

（２）現状の課題 

  これまでの取組を進める中で見えてきた課題は、次のとおりです。 

 ① もっと自分に自信を持ち、学ぶことに主体的・意欲的な児童生徒の育成 

 ② 相手の意見をきちんと聞き、自分の意見をきちんと相手に伝えることのできる 

コミュニケーション能力の育成 

 ③ 自らの意見を論理的に展開できる思考力・判断力・表現力の育成 

 ④ 学び方や仲間と共に学ぶ学び合い方の育成 

 ⑤ 奈義の未来を拓く地域学習の確立 

 ⑥ 幼少時から小中学校までの一貫した学びが継続するカリキュラムづくり 

 

（３）学校教育方針 

現状と課題を踏まえ、次のとおり学校教育方針を定めます。 

 ① 自らの未来を拓き、奈義の未来を創造する、心豊かなたくましい奈義っ子の育成 

 ② 自立(自律)し、自他共に尊重し豊かな人間関係を築き協働し、主体的に社会や 

 自然と関わる『生きる力・生き抜く力』の育成 

 ③ 保幼から小学校・中学校へと、滑らかに接続し充実した学びを育む一貫教育の 

推進 

 ④ すばらしい自然やアート、産業等からなる『なぎ学』（地域学習）、外国語や 

ＩＣＴプログラミング等の『未来学』と、コミュニケーション教育や教科領域 

の学びの中で、質の高い教育の実現 

 ⑤ 地域の中で、地域の人々に支えられ、交流から創造を生み出す『地域と共にあ 

 る小中学校（コミュニティスクール）・こども園』等、幼児教育・義務教育の充実 
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（４）中学校整備の方向性 

教育委員会では、中学校整備に際して現敷地内での建替えを前提に、施設隣接

型の小中一貫教育、町の特色ある教育の推進など、中学校教育の在り方を検討し

てきました。これまで取り組んできた教育の一貫性と、学びの連続性、さらには

「奈義町立中学校基本構想検討委員会」での様々な視点からの提案をもとに、各

教科の特別教室の全整備を行うことと方向付けました。 

平成２９年度に策定した「奈義町学校教育改革プラン」では、『夢に向かって 自

ら学び ともに高め合う「なぎっ子」』の育成を掲げ、様々な施策を提案していま

す。具体的には、奈義の幼小中一貫教育を内容としており、「なぎ学」「コミュニ

ケーション教育」「未来学」「基礎基本の充実・教科領域の学び」の４つの柱を中

心に組み立てたもので、発達段階に合わせた、主体的で協働的な学びを育てるも

のです。特に、中学校では、新しい学習指導要領も触れている知的探究型の授業、

「主体的、対話的で深い学び」の充実を目指し、教科センター的な手法を検討し

てきました。 

全国で１００校弱が採用している「教科センター方式」は、教科独自の教育環

境が整うほか、生徒が自ら授業に向かうという行動を通じて、学習に対する自主

的、積極的な意識や態度の育成が期待される一方で、授業間の教室移動により落

ち着きがなくなる、学級の一員としての集団意識や所属感、連帯意識が弱まる恐

れがあるなど、不成功事例も指摘されています。 

本校では、これまでの「特別教室型」、そして「教科センター型」それぞれのメ

リット、デメリットを踏まえ、「ホームルーム」と「オープンスペース」の設置に

より、所属感の確保と共に縦のつながりも意識した学校づくり、そして「教科の

特性に応じた教室を配置」し、「多様な形態で授業を行うことができるワークスペ

ース」と、「ＩＣＴ教育」体制を整備し、教科に対する興味や関心を引き出す工夫

と、多彩な学習形態による基礎・基本の充実、さらには習得した知識や技能を応

用し共有することのできるコミュニケーション能力の育成などに取り組みたいと

考えています。 

更に、中学校を地域社会の核として動かせるよう「地域交流センター(仮称)」

を設け、平素は「キャリア教養やスポーツボランティアの活発化」を促進し、災

害発生時には「避難所に対する指揮・詰所機能」を発揮させたいと考えています。 

設計にあたっては、生活空間と学習空間を可能な限り融合させることで、機能

強化による面積過大に対処するなど、最少の経費で最大の効果を上げることがで

きるよう、引き続き検討を進めます。 

中学校改築には多額の経費が必要となりますが、半世紀先をも見据えた“未来

への投資”であると捉えています。先述した奈義の子どもたちの課題を、克服す

るための有用な手段と位置付け、ハード整備はもとより、運用面についても条件

と体制の整備に努めます。  
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２ 中学校施設の整備方針 

奈義中学校は、町の中心部に程近く、県道石生奈義線、町道梶並線に接してい

ながらも比較的閑静な場所に立地しています。まちを抱くようにそびえ、季節ご

とに自然と調和した雄大な姿を見せてくれる中国山地の秀峰「那岐山」は、まち

のシンボルであり、多くの町民の“ふるさとの原風景”ともなっています。そし

て、時に吹き荒れる「広戸風」は、世の中の厳しさをも教えてくれます。 

このすばらしい環境のもとで、生徒達がゆったりとした気持ちを持って勉学に

励み、そして故郷に対する誇りが持てる、そんな学校でありたいと願っています。 

そして、人間形成の過程において、非常に敏感でデリケート、また世の中の動

きにも興味を持ち始める大切な時期を過ごす場として、学校そのものが、自分の

「可能性や価値観を見つけ」「感性を磨く」「楽しい」場所でなければなりません。 

中学校整備にあたり、基本構想検討委員会では「現状の課題」と「その解決策」

などについて意見を出し合い、取りまとめた整備の方針は、次のとおりです。 

これらを踏まえた創意工夫で、適切な環境整備を望みます。 

 

 

１．子どもたちの学習環境について 

（１）主体的で意欲的な活動を支援し、学び合いを引き出す施設 

① 生徒たちの意欲を育て、活躍したり自己表現ができる場を設ける 

② 従来から特別教室を持つ教科だけでなく、専用の教室を持たなかった科目に

ついても、それぞれに特色ある教育環境を整え、教科に対する興味や関心を高

めるとともに、学習や授業に対する意欲を育てるよう工夫する 

③ 教科の特性に応じた資機材や、授業内容によって柔軟に組み合わせができる 

 机など、学ぶ側の主体性を引き出し、満たすことのできる空間を整備する 

④ クラスや生徒会、部活動など、時季や天候にも制限されない、やりたいことに 

熱中できる活動の場を設ける 

 

（２）知的探究型の授業、対話的な学びなど、多様な学習形態を可能とする施設 

 ① ＩＴ環境の充実による将来を見据えた専門性の高い学習環境の整備により、 

  基礎的な情報処理はもとより、ネットワーク構成や情報モラル、セキュリティ 

など、多彩な学習を行うことができる 

② 課題に集中して取り組み、導き出した意見を広げ深め、応用させていく対話 

 的で深い学びに効果的な教室の配置を行う 

 ③ 学ぶことに興味や関心を持たせるために効果的な資料展示スペースと、教材 

  及びメディアが充実している 

④ ランチルームを兼ねた全校が集える空間では、学年集会や発表、成果物の展 

 示のほか、上映会や講演会を行うことができる 

⑤ 知識欲を支援するための諸室はメディアセンター化させるなど、適切な相互 

 作用のもとに配置されている 

 ⑥ 楽器や資機材のほか、音読やリスニングなどの音環境へ配慮する 
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２．子どもたちの生活環境について 

（１）生徒一人ひとりを尊重し、明るく清潔で、やすらぎのある施設 

① 校舎は木材を使用し、温もりを感じられ、自然採光等を取り入れた明るく 

ゆとりある空間で、心身ともに安らぎを感じることができる環境である 

 ② 広く圧迫感のない玄関や廊下には、教科の資料や成果の展示スペースが設け 

  られ、活動やコミュニケーションのためのスペースも併設されている 

 ③ クラス活動や生活の拠点となるホームルームは、十分な個別収納のほか居場 

  所にも配慮した構成である 

④ 気を遣うことなく使いやすいトイレは監護の目が行き届く場所に配置し、広 

く、明るく、掃除のしやすい工夫と共に心落ち着く環境である 

⑤ 特別な支援が必要な生徒にとっても、落ち着いて過ごすことのできる空間が 

 用意されている 

⑥ 各教室の状況に応じて調節できる空調により、快適な学習環境を保つことが 

できる 

 

（２）生徒たちの居場所があり、安心して健やかに成長できる施設 

① 日常の相談やクールダウンができる部屋、個別相談に対応できるカウンセリ 

ングルームなどを、生徒の視点に立った使いやすい場所に、適切に配置する 

② 生徒たちの意志や判断で気軽に使用でき、自分の、そして自分たちの居場所 

 と感じられるような学習、休憩用スペースを確保する 

③ 明るく開かれ、いつでも相談できる保健室は、休養や処置に必要な設備が整 

い、緊急時の動線にも配慮する 

④ 豊かな人間性を育み、自分の将来に夢が持てる、生徒にとって安心して勉学 

に励むことのできる魅力的な環境である 

⑤ 防犯や安全対策がなされ、安心して学校生活を楽しむことができる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ▴ 段差の多い現校舎内部 

        ▶ 上履きと下足が交錯する現在の昇降口 
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３．職員の労働環境について 

（１）教員の創意工夫も引き出せる、働きやすく管理がしやすい施設 

 ① 教科の特性やＩＣＴに幅広く対応した設備、教具が整った教室では、専用の掲

示物や教材などを配置でき、教師の手による雰囲気づくりを行うことができる 

 ② 職員室は、集中とコミュニケーションが両立できるオフィス空間として、ワ 

ークスペースや印刷室などの諸室に隣接し、また、授業はもとより生活指導や 

行事等、移動や作業しやすい位置を考慮する 

③ 応接室や会議室に加え、教員同士の談話や休息、準備スペースの確保と共に、 

教材や学習用具などを整理できる棚や倉庫等を適所に配置する 

 ④ 照明や空調、施錠など日常の管理面も充実している 

 

 

４．学校施設の地域貢献について 

（１）自然災害にも屈しない、誰もが使いやすい安全でユニバーサルな施設 

 ① 広戸風による暴風や断層型地震、大雨による一時的な洪水等にも配慮した校 

  舎の配置、構造である 

② 避難所としての運用も考慮し、管理や救護、食事の提供、排泄などを見据えた 

機能的な施設配置を検討する 

③ 太陽光発電設備の移設と共に、停電時の対策についても考慮する 

 ④ 双方向の移動にも配慮した階段や廊下は広く機能的に配置し、バリアフリー 

  でユニバーサルな環境に配慮する 

 

（２）周辺環境等への配慮と、将来を見据えた、柔軟でバランスの取れた施設 

① 学校敷地内の暗渠排水、用水路への影響のほか、大雨による一時的な増水な 

 どにも十分配慮した排水計画に基づく整備を行う 

 ② 人口減少や集約化、効率化、一貫化などが望まれる時代にも、大きく使えたり 

小さく仕切れたり、共用や転用など柔軟に対応できる施設配置とする 

③ 周辺の交通事情や自転車通学の生徒たちの事も十分に考慮した安全な動線を 

確保する 

 ④ 防火、防音、空調効率のほか、エコや通信など多角的な視点で教室配置を行い、

設備や資材、配管の検討を行うなど、未来につながる環境整備に取り組む 

  ⑤ 将来にわたり長く使い続けられるよう、メンテナンスしやすく、全体として 

エネルギー消費の少ない施設とする 
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５．地域と共に成長する仕組みについて 

（１）地域に開かれ、地域の核となり、地域の人材も輝くことのできる施設 

① 保護者、地域住民等が学校運営やコミュニティスクール活動などで連携、協 

 働することを支援するための諸室を設ける 

② 学校と地域との自然な交流を図り、積極的な行事への参加や、アイデアを取 

 り入れる工夫、ボランティア人材の活用など、地域力を最大限に発揮できる環 

境を検討する 

③ 地域の人も一緒に学んだり、学び直しができるなどのシニアスクールの開講 

 も見据えた、地域学習の拠点となりうる施設配置を検討する 

④ 自習スペースなど、放課後は生徒が使用し、休日には地域にも開放し活用が 

 できるなど、管理面を踏まえた配置を工夫する 

 

 

６．町民が誇りを感じられる学校づくりについて 

（１）自然や伝統など多様な価値観に触れながら、自尊心と郷土愛を育む施設 

① 奈義の自然に溶け込む佇まいで、生徒が誇りをもち、町民の心の拠りどころ 

 となるような特色を持たせる 

② 那岐山をはじめとする豊かな自然を意識し、奈義に伝わる横仙歌舞伎や民話、 

現代アートなどを身近に感じられる工夫を取り入れる 

③ 学年ごとに教室の雰囲気を変えたり、色彩やデザイン、照明に配慮するなど、 

感性を磨き、楽しく飽きない学生ライフを支援する環境である 

④ 和室での作法や、茶華道など日本文化の伝承や、礼を尽くす心の育成ができ 

 る諸室を検討する 

⑤ 学年を超えた縦のつながりを深めたり、コミュニケーション能力を高めさせ 

 るよう、他学年との交流を図るスペースを計画する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ▴横仙歌舞伎 ▶奈義町現代美術館（展示室「太陽」） 
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第４章 奈義中学校改築にかかる基本条件 

 

１ 建設計画について 

中学校の改築計画（設計）にあたっては、「屋内運動場(体育館)の有効活用」と、

「現有敷地を最大限に利用し、仮設校舎等を建設しない」という方針を尊重し、

新校舎の配置は、既存校舎を使用しての学習や生活等に極力支障のない位置に建

設するものとします。 

ただし、テニスコートやプール（これらの付帯設備含む）、またグラウンドや既

存校舎等の一部については、撤去（廃止及び移転等）を前提とした配置計画であ

ってもこの限りではありません。 

なお、新校舎の完成後は、既存校舎からの移転（引越し）後、全て解体撤去を

行い、新校舎の建設により撤去（廃止及び移転等）した設備や施設など、必要に

応じた関連整備工事を行います。 

 

 

（１）建設計画地 

１．地名地番 岡山県勝田郡奈義町久常１９３番地 他 

２．敷地面積 約３３，０００㎡（別図のとおり） 

３．道  路 西側：県道石生奈義線、北側：町道梶並線、 

東側：町道久常米光線、南側：町道中野田北線、岡道西線 

４．地域地区 都市計画区域外 

５．都市整備 給水：奈義町上水道給水区域、電力：㈱ウエスト電力、 

排水：公共下水道事業認可区域、ガス：プロパンガス 

６．用途地域 指定なし 

 

 

（２）建設計画地内にある既存施設の取り扱い 

１．校舎（普通教室棟・特別教室棟等） 

改築・移転完了後に解体撤去 

２．屋内運動場（体育館） 

現状どおり活用（必須）。なお、必要に応じた動線面(渡り廊下等)の改修等 

は可 

３．プール及び更衣室 

校舎等の配置計画上、不都合な場合は撤去し、適所に新たに設置を検討 

４．テニスコート 

校舎等の配置計画上、不都合な場合は撤去し、敷地内(適所)に新たに整備 

５．屋外トイレ（グラウンド内） 

校舎等の配置計画上、不都合な場合は撤去し、敷地内(適所)に新たに整備 
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６．屋外体育倉庫（グラウンド内） 

校舎等の配置計画上、不都合な場合は撤去し、敷地内(適所)に新たに整備 

７．自転車置場 

校舎等の配置計画上、不都合な場合は撤去し、敷地内(適所)に新たに整備 

８．外構（敷地内通路・塀・門扉等） 

校舎等の配置計画上、不都合な場合は撤去し、新たに整備 

９．記念植樹・庭園 

     可能な限り移設し、移設不可な場合は敷地内(適所)に新たに整備 

 

 

 

２ 施設計画について 

（１）建設概要 

校舎、駐車場、駐輪場、その他付帯設備を建設し、外構及び校庭の整備を行

います。なお、各施設の機能については、中学校施設整備指針（平成３１年３

月、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部）を参考とします。 

 

 

（２）予定施設の概要 

整備を予定している施設の概要は、次のとおりです。 

 

【校舎】 

延床面積：５，５００㎡程度 

校舎階数：３階以下 

主体構造：ＲＣ造・鉄骨造・木造又はそれらの複合構造等 

想定する諸室機能： 

ホームルーム６、特別支援教室２、国語２、数学２、理科２、社会２、 

英語２、音楽室、技術室(金工・木工)、家庭科室(調理・被服)、美術室、 

教科準備室、相談室３、談話・休憩スペース、校長室、応接・対応スペース、 

コンピューター室、図書室、多目的教室、ワークスペース、自習スペース、 

職員室、事務室、保健室、放送室、生徒会室、玄関、生徒用トイレ３、 

多目的トイレ、職員・来客用トイレ、配膳・ランチスペース、エレベーター、 

視聴覚室、会議室、印刷室、職員更衣室、生徒更衣室、給湯室、 

ボランティア室、カウンセリングルーム、和礼室、教材庫、倉庫、 

各種収納スペース、廃棄物集積スペース(屋外可)  など 

 

＊諸室機能を最大限に活かしながら、効率的な融合や併用、軒下、屋上、 

中庭等、柔軟な組み立てを検討する 
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【校庭】 

校舎等の配置計画上、不都合な屋外トイレや体育倉庫の撤去、また校庭の

一部は廃止可能とする。ただし、廃止する校庭面積は、必要最低限とする。 

なお、校庭の一部を校舎敷地として転用する場合は、雨水等の影響を考慮

するとともに、校庭内の暗渠用水路にも十分配慮すること。 

 

【校門、通用口】 

校舎等の配置計画上、不都合な場合は移設可能とし、感謝と誇りの気持ち

をもって、登下校できる場所となるよう検討すること。また、車両による送迎

や、歩行者、自転車による通行時における安全な動線の確保を行い、外部から

の侵入の抑止等、防犯面にも配慮すること。 

 

【屋内運動場】（体育館） 

   新校舎からの動線を踏まえ、必要に応じた改修を行うこと。なお、災害時

には避難所としての機能を求められることから、停電、断水等を考慮したマ

ンホールトイレなどの設備を検討すること。 

 

【屋外プール及び更衣室、トイレ】 

   紫外線や熱中症に加え、異物混入などの外的要因に対する懸念から、相応

の対策が必要となるため、小中学校兼用の屋内プールの新設又は、海洋セン

タープール活用等、児童生徒の移動方法も含めた総合的な判断が必要と考え

る（安全・安心に加え、建設や維持管理費用などのコスト比較を行うなど、

集約化、効率化、更に機能強化についても検討すること）。 

 

【テニスコート】 

校舎等の配置計画上、不都合な場合は撤去し、敷地内（適所）にソフトテニ

ス用オムニコート（基本は２面）を整備すること。なお、敷地外への飛球防止

や日光対策等、安全面にも十分配慮すること。 

 

【その他施設・設備等】 

次の施設等についても校舎等の配置計画上、不都合な場合は撤去し、敷地内 

(適所)に、新たに整備するものとする。 

 

・駐車場及び駐輪場 

生徒、職員、来客、地域開放など使用者の利便性とそれぞれに必要な収 

容台数を考慮すること。特に、駐輪場については、雨天時の動線にも配慮 

すること。 
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   ・記念庭園、植樹等 

      既存の庭園や記念碑、植樹などについては、その意義を踏まえ、移設を

検討すること。なお、移設場所並びに集約等については景観や管理面に配

慮するなど、十分調整を行うこと。 

 

・太陽光発電システム（必須） 

   現校舎に設置している太陽光発電システム(約 50kwh)一式は、発電効率

やメンテナンスを考慮した適切な場所に移設すること。 

 

 

（３）改築事業における配慮事項 

校舎等の改築にあたっては、特に以下の点について十分な配慮がなされたも

のとします。 

 

・事業期間中における生徒の安全面及び学校生活への影響 

・供用開始までのスケジュール面及びコスト面 

・供用開始後も含めた周辺住民等への影響（騒音・電波・交通障害等） 

・工事期間中だからこそ経験することのできる建設工程や役割分担、安全対 

策等を学習する機会の提供 
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第５章 施設整備にかかる参考資料 

 

１ 基本構想検討委員会で提案された考え方 

中学校改築を検討する中で、提案された配慮事項は次のとおりです。 

なお、諸室等は基本的な名称や望ましい環境で取りまとめていますが、整備計 

画に際しては、必要な機能を満たしながら、柔軟な組み立ても考えられます。 

 

名称・環境等 配 慮 事 項 

全 般 

・生活空間と学習空間をできる限り融合した施設づくり

を行うこと（ただし、その機能を最大限に活かすことの

できる、効率的なものとなるよう配慮すること） 

・校舎内外を問わず、効果的なコミュニケーションスペ

ースを配置すること 

・空調や照明は、使用頻度や配置場所にも配慮した仕様

で、部屋ごとに調整できるもの、かつ集中管理も可能で

あることが望ましい 

・情報化の進展による情報機器の使用が、各部屋におい

ても可能となるよう計画すること 

・多様な価値に触れながら考える力を身につけ、ともに

育ちあう仕組みを取り入れること 

・死角が少ない、開放感のある空間で、生徒が利用しや

すい施設であり、場所であること 

安 全 面 

・敷地内は歩車分離で安全であること 

・転落や落下などへの安全対策 

・通常の移動にも使えるベランダも検討すること 

・落雪や凍結、雨天時を考慮した対策を行うこと 

・消火器や消火栓等は壁面に収め突起を少なくすること 

・重厚な建具を採用する場合には、通用口などの利便性

も踏まえた検討を行うこと 

・緊急時を想定し、教室等の出入り口は複数が望ましい 

衛 生 面 

・乾式の洋式水洗トイレを配置すること 

・視覚的にも清潔な工夫も検討すること 

・ランチルーム付近にはセンサー式の手洗いが望ましい 

 

環 境 面 

・中庭による採光と緑化に配慮すること（ただし、管理

面には配慮が必要） 

・必要に応じて、校庭を併用した洪水調整を行う 

・太陽光、雨水利用、越屋根、高窓等工夫すること 

・環境、効率、ランニングコスト、メンテナンス等総合

的に勘案した空調設備の選定を行うこと 
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名称・環境等 配 慮 事 項 

防災拠点 

・備蓄倉庫などの緊急用資機材の常備を検討すること 

・屋内運動場を避難所とした場合の機能的な設備配置を

行うこと 

・誰もが使いやすいバリアフリーな施設となること 

 

地域交流 

・外部人材を取り込む工夫として、諸室配置を検討する

こと（ボランティアルームにはコーディネータの配置が

望ましい） 

・音楽祭や体育祭など住民参加型のイベントや幼小中と

の交流ができる空間も良いと考える 

・防火シャッターなど消防法設備を有効に活用した区画

仕切りの検討を行うこと 

校舎周辺 

・植栽や植樹は、管理面にも配慮して実施すること 

・周辺の交通渋滞などにも配慮すること 

 

駐 車 場 

・学校行事や地域利用に配慮した、広く安全確保のでき

た駐車場 

 

駐 輪 場 

・雨天時は駐輪場で雨具を外すため、配置や動線に配慮す

ること 

・憩いの場にもなるような工夫をすること 

外 観 

・自然に溶け込む佇まいでありながら、奈義らしい工夫

を取り入れる 

 

内 装 

・全体も見渡せ、教室の個別も確保した空間が理想 

・吹抜けや大きな窓による自然採光を取り入れる 

・木材を多く使用した、落ち着きと温かみのある内装で

あること 

・掲示や展示スペースの多い内装（掲示方法も要検討） 

・管理面も考えたものであること 

校 庭 

・全天候型の陸上レーンは画期的 

・屋外への飛球など、安全面にも配慮が必要 

・部室や倉庫についても適切に配置する 

 前 庭 
・コイのいる池やサイコロの記念庭園は生徒にも好評 

 

 中 庭 
・石畳など上履きでも出入り可能な憩いの場が理想 

・使用方法や管理面も考慮しておく必要がある 

 屋 上 
・屋上庭園など、使い方を工夫する 
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名称・環境等 配 慮 事 項 

玄 関 

・生徒、来客を大切に１カ所で迎える玄関が良い 

・下足箱や傘立ても十分に備えてあげたい 

・教員は管理しやすく、勝手口的に使用できる場所に配

置すること 

昇 降 口 

・一日の始まりを気持ち良く迎えられる、明るい空間と

なること 

・お知らせや成果等、十分に掲示できるスペースを確保

すること 

ホ ー ル 

・異学年が交流するオープンスペース的な空間を検討す

ること 

 

廊 下 

・憩いの場であり、作業や自習もできるスペースとして

検討する 

・明るい廊下にも学習の成果などが展示でき、生徒が学

び合う空間となること 

階 段 

・機能的に使える場所に配置すること 

・採光に配慮した手すりなど、適材適所で検討すること 

 

ホームルーム 

・通常の学級活動や教科教室を使わない授業、試験など

に対応できる設備を整えること 

・生徒の様々な荷物を収容できる個別ロッカーを備えた

部屋を配置すること 

・学年ごとに雰囲気を変えるなど特徴を持たせ、楽しく

飽きない工夫も検討する 

・学年ごとにある程度区分けして、落ち着いて授業に集

中できる環境にする 

・所属感や連帯意識を育む掲示スペースなどを整備する 

・県産材を使用した机なども検討する 

特別支援教室 

・落ち着いて取り組むための配慮が必要 

・黒板、ホワイトボード、パーテーションなど、必要な

備品は用意すること 

・ミニキッチンや洗面台など生活訓練設備を備えること 

・トイレ、シャワー、洗濯場など近接配置が望ましい 

・クールダウン用のスペース、個人ロッカーは教員用も

設置すること 

 

多目的教室 

・大きく使えたり、小さく仕切れたり柔軟な活用ができる

仕組みを検討すること 

・習熟度別対応など、教える環境の整備も検討すること 
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名称・環境等 配 慮 事 項 

教科教室 

・教科の掲示物や教材、クラスや学年を超えた生徒たちの

学習成果が展示してあり、教科に対する親しみと、学び合

う環境づくりが至る所に見える工夫を検討すること 

・教科の特性に応じたゆとりある机の配置や、電子黒板、

スクリーン、プロジェクター、ホワイトボード、カーテン

などの必要な設備を適材適所に配置するなど、授業がしや

すい、使いやすい教室となること 

・教科によっては、防音対策や校舎端への配置が必要 

・教員の手による雰囲気づくりができるスペースを設ける

こと 

・講義式、ペア・グループ学習、全体討論、共同作業、プ

レゼンテーションなど、多様に使える空間を整備すること 

・「易から難へ」「入門から専門へ」、難しいものを優しく、

身の回りや生活の中の事象から学問へ、知的好奇心を湧き

立たせ、自分から自主的に勉強したくなる環境をつくるこ

と 

・他の教科やメディアなど、相互関係を考慮した教室の配

置となること 

・教科準備室の配置についても、複数教科での共有等、機

能的なものとなるよう検討すること 

 

 国 語 

・語感を磨き語彙を豊かにする掲示など、話す、聞く、書

く、読むことに親しむ学習を柔軟にサポートできる環境を

整えること 

 数 学 

・マス目の入った黒板や定規等、必要な教具がすぐ使える

場所に格納され、教えることに集中できる環境となること 

・公式やその考え方を模型やＣＧの他、生活に身近な物で

触れることで、数学的に考える能力を育成する 

 英 語 

・世界を身近に感じられる環境づくり 

・聞くこと、発音することに触れる機会を大切にしてあげ

たい 

 社 会 

・地図や年表、歴史的事件や郷土資料の展示など、教科の

雰囲気づくりで学習に対する興味を引き出すこと 

・現代社会の動向や経済、政治に関心を持たせるための多

角的なアプローチができること 

 理 科 

・特色ある教材が多い教科でもあり、安全かつ大切に親し

むことができるような工夫で知的好奇心の醸成を図る 

・分野に応じた使いやすい設備を導入し、備品の収納場所

についても十分検討すること 
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名称・環境等 配 慮 事 項 

 技 術 

・作業に適した什器を導入すること 

・機械器具を安全に使用できる設備の配置を行うこと 

・大きな音に対して適切な対策をとること 

 家庭科 

・被服、調理に効率的で衛生的な環境を整備すること 

・屋内運動場が避難所となった場合にも機能的に活用でき

る仕組みであること 

 美 術 

・絵画の収納棚や洗い場など、適切な設備配置を行うこと 

・感性を刺激する掲示スペースには、生徒の成果も展示し

学び合うことができること 

 音 楽 

・多彩な楽器に自由に触れることのできる環境を用意する

こと 

・隣接教室、階層に配慮した防音対策を実施すること 

メディアセンター 

・情報収集環境の機能的な配置を行うこと 

・未来を見据えた豊かな情報環境を用意すること 

・スカイプなどの文化交流の機会も継続させる 

・アクセスしやすく、日常的に出入りできる工夫を検討す

ること 

・大型机、組合せ机、教材棚、展示スペース、書架など、

多様な家具によりスペースを演出すること 

・複数の教科で共用することも考慮すること 

 
コンピュー

ター室 

・ＰＣやタブレットなど端末他、充実した通信環境の整備

を求める 

・必要な設備は、更新も踏まえた配置とすること 

 図書室 

・新書スペースを設けるなど、充実した図書の配置を行う

こと 

・クラス単位でも使用できる作業スペースを確保すること 

・自習スペースの多い空間となること 

・町立図書館との連携も図りやすい工夫を検討すること 

配 膳 室 

・給食センターからの安全な動線と、適切な衛生管理がで

きること 

・感染期の対応も踏まえた配膳設備を整えること 

ランチスペース 

・集団的な指導のほか、異学年の交流により縦のつながり

を意識できるよう、毎日全校が集まることができるスペー

スを用意すること 

・災害時にも食事の提供スペースとなるような機能を設け

ること 

校 長 室 

・職員室との動線を考えた場所に位置すること 

・応接、会議スペースもよく検討すること 
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名称・環境等 配 慮 事 項 

職 員 室 

・来訪者玄関からのアクセスを考えた配置とすること 

・生徒の相談に対応できるスペースがあること 

・全体へのアクセスや監護に効率的な場所に配置すること 

・関係諸室は隣接させること 

・休憩や談話など、リラックスできる環境も検討すること 

・創造性を引き出せるワークスペースで、教員も更なるス

キルアップができる空間となること 

 

給 湯 室 

・通常の給湯から来客対応などの必要な状況を踏まえた場

所に配置すること 

 

印 刷 室 

・関係する用度品が収納できる、作業のしやすいスペース

であること 

 

会 議 室 

・視聴覚室的な機能も付随してある方が良いと考える 

・大中小会議室ある方が望ましい 

・ホワイトボードやプロジェクターなど機材の他、掲示ス

ペースも整備すること 

相 談 室 
・学年単位で設置される方が良いと考える 

 

カウンセリング 

ルーム 

・カウンセリングルームは動線など人目への配慮が必要 

 

保 健 室 

・運動場や体育館、職員室との位置関係に配慮すること 

・救急車両等が横付けできる位置に設置すること 

・折り畳み式のベッドや流し台、シャワー、トイレ、洗濯

機など、必要な設備を機能的に配置すること 

・保健関係書籍など、思春期の生徒たちに適切な保健指導

もできる環境であること 

生徒会室 
・主体的な活動の様子が見える生徒会室となること 

・設置場所や掲示スペースにも配慮すること 

放 送 室 
・緊急時にも教員が使いやすい場所に配置すること 

・生徒が活躍し、意欲を育てる場でもあってほしい 

手洗い場 

・適当な位置に、適当な数で配置されるべき 

・片付けや清掃などに支障がない設備であること 

 

ト イ レ 

・洋式を中心に清潔で衛生的なものであること 

・学年ごとの設置が望ましいと考える 

・和式も時に必要ではないか 

・誰もが気を使わず、使いやすい環境を整備してほしい 
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名称・環境等 配 慮 事 項 

更 衣 室 

・機能的な場所に配置すること 

・プライバシーに配慮した作りであること 

 

倉庫・教材庫 

・時季やイベントごとに使いやすい便利なものを用意する

こと 

・適切な位置に適当な大きさで配置され、収納棚などは用

途を考えて整備すること 

エレベーター 

・ユニバーサルな設備であることはもちろんのこと、資機

材搬入や配食など施設配置を捉えて、効率的な位置に設置

すること 

 

和 礼 室 

・和室での作法など、日本文化を学ぶことができる環境を

用意してほしい 

・礼を尽くす心の育成を行ってほしい 

 

プ ー ル 

・メンテナンスなどの管理面にも配慮すること 

・更衣室、トイレも適切に配置されたい 

・紫外線や熱中症対策に加え、異物混入などの外的要因へ

の対策も必要である 

ボランティア室 

・職員室との位置関係など、管理面も踏まえた気軽に入る

ことができる場所であること 

・伝統文化、スポーツ、教科学習などで豊富な経験を持っ

た地域住民の参画を検討する 

・専門書や資機材を置くスペースも必要 

・能力特化にも効果的な環境に 
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２ 中学生ワークショップについて 

 

奈義中学校の現状と課題を整理していく中で、実際に日々の生活を送っている

学生にも普段の様子や考えを伺おうと、学校づくりワークショップを開きました。 

当日は、名古屋市立大学 鈴木賢一教授と研究生にご協力いただき、今の学校の

良いところ、残していきたいもの、不具合や危険な箇所を「新しい校舎への期待」

として“アイデアの木”にまとめていただきました。壮大な夢や切実な願いが込

められています。生徒の意見が夢のある学校づくりの一端となることを願います。 

 

 

１．と  き   平成３０年８月６日（月）午後１時～約３時間 

 

２．と こ ろ   奈義町文化センター ２０１会議室 

 

３．参 加 者   奈義中学校 生徒３２名 

（１年生６名、２年生１２名、３年生１４名） 

 

４．講  師   名古屋市立大学大学院 芸術工学研究科 鈴木研究室 

鈴木賢一教授 及び 研究生８名 

 

５．参  照   別冊「奈義中学校ＷＳ2018.08.06」 
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おわりに 

 

本構想の策定にあたり、奈義町立中学校基本構想検討委員会は有識者のご参画の

もと、地域や保護者の代表、教員、関係団体、そして公募くださった方々を委員と

して参集し、計７回にわたり委員会を開催しました。 

委員会では、耐震性能の不足が指摘された中学校舎の建て替えにかかる基本構想

案を検討して参りましたが、「生徒たちが安心して、安全に、そして主体的に意欲を

持って学べる」環境はもちろんのこと、運用面についての体制整備が重要であると

の意見も多く出されました。具体的には、「子どもたちのつまずきを支え、克服する

ことができる仕組み」や、「好奇心を引き出す授業や教材等の工夫」、「地域と共に成

長する学校づくり」などが話題となりましたが、機能的かつ効果的な運用のために

は、いずれも欠くことができない課題であり、継続的な支援が必要であると考えま

す。そして、施設の長寿命化や老朽化対策に加え、教員の“力量形成”のための研

修や機器の適切な更新など、今後も引き続き、財政面での配慮も望まれます。 

本会で検討された概念が受け継がれると共に、より良く手入れがなされ、本町の

小中一貫教育目標である『夢に向かって 自ら学び ともに高め合う「なぎっ子」』を

育成するために望ましい学校教育環境の実現に向けて、町民の理解と協力を得なが

ら、鋭意推進されることを切に願います。 

 

 

奈義町立中学校基本構想検討委員会   
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【付録】 

 

奈義町立中学校基本構想検討委員会 開催状況 

 

第１回 

【 委員会 】 

H30.6.8(金) 

・委員委嘱 

・基本構想の目的及び位置付けについて 

・これまでの経緯と本町の教育基本計画について 

・奈義中学校の現状と課題について 

第２回 

【視察研修】 

7.24(火) 

 

・智頭中学校（智頭町・特別教室制）視察 

H27敷地内移転、木造二階建て（生徒数約 130 名） 

 

第３回 

【視察研修】 

8.1(水)-2(木) 

・安居中学校（福井市・教科教室制）視察 

 H23小中併設を分離移転、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造平屋建て（生徒数約 80 名） 

・同志社中学校（学校法人同志社・教科教室制）視察 

H22移転竣工、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造三階建て（生徒数約 800 名） 

第４回 

【視察研修】 

8.10(金) 

・久米南中学校（久米南町・特別教室制）視察 

 H26敷地内移転、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造二階建て（生徒数約 110 名） 

・中央中学校（美咲町・特別教室制）視察 

H23敷地内移転、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造二階建て（生徒数約 190 名） 

第５回 

【 委員会 】 

9.7(金) 

・視察研修報告・意見交換 

 木材活用や動線を意識した施設配置、教科教育に特化した設備 

選定、利用者の活動に対する快適な環境整備の工夫 など 

・中学生参加による学校づくりワークショップについて 

第６回 

【 委員会 】 

11.2(金) 

・基本構想の記載内容について 

  → 構想の記載方法及び項目について確認 

・教育方針を踏まえた環境検討について 

  → 目指す教育の方向性とその実現に向けた必要な環境を検討 

第７回 

【 委員会 】 

H31.3.26(火) 

 

・奈義中学校基本構想について 

  → これまでの協議内容や意見を文面化し、最終調整 
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奈義町立中学校基本構想検討委員会 委員名簿 

 

   （順不同・敬称略） 

  区 分 氏  名 備  考 

1 委 員 長 松 原 三 郎 奈義町区長会 会長 

2 副委員長 髙 旗 浩 志 岡山大学 教師教育開発センター 教授 

3 委 員 鈴 木 賢 一 名古屋市立大学 芸術工学部 教授 

4 委 員 上 原 伸 介 奈義小学校 PTA 会長(H31.2.8辞任) 

5 委 員 小 童 谷  清 奈義中学校 PTA 会長 

6 委 員 定 森 めぐみ 奈義小学校 PTA 副会長 

7 委 員 定 末 令 子 奈義中学校 PTA 副会長 

8 委 員 山 本 由紀子 奈義小学校 校長 

9 委 員 中 村 雅 徳 奈義中学校 校長 

10 委 員 植 月 愼 二 奈義中学校 教頭 

11 委 員 小 坂 俊 三 久常地区長 

12 委 員 頼 實 典 夫 学校運営協議会 会長 

13 委 員 小 童 谷  進 奈義中学校校友会 会長 

14 委 員 安 井 信 英 社会教育委員会 委員長 

15 委 員 粟 井 祐 介 公募選出 

16 委 員 定 森 廉 敏 公募選出(H30.12.25辞任) 

Ⅰ オブザーバー 植 月 忠 次 教育長職務代理者 

Ⅱ オブザーバー 橋 本 マ リ 教育委員 

Ⅲ オブザーバー 入 澤 知 子 教育委員 

Ⅳ オブザーバー 野々上 正 成 教育委員 

① 事 務 局 甲 田 勝 資 教 育 長 

② 事 務 局 井 戸 美 治 教育次長 

③ 事 務 局 鷹 取 正 人 指導主事 

④ 事 務 局 高 井 清 之 中学校・こども園建設準備室 室長 

⑤ 事 務 局 定 森 雅 文 中学校・こども園建設準備室 主任 

⑥ 事 務 局 松 下 千 春 中学校・こども園建設準備室 主事 

平成 31年 3月  
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なぎっ子の健やかな成長を願って… 


